令和８年２月改訂

チェック欄

　指定日までの留意事項　

①	今回受理いたしました指定申請書一式は、この後、指定日までの約１箇月間で詳細部分を審査、確認を行います。この段階で不備等があった場合、追加や差替の資料を求めることがありますので、すみやかに提出をお願いします。

②	現時点ではあくまでも指定予定であり、指定されるまでの間は、利用予定者との契約はできません。また指定前の広告等で「△年○月1日開所」と断言をする表現とならないよう、ご注意ください。また、指定障がい福祉サービスを利用するために必要となる受給者証は、発行までに１箇月前後かかることをご承知おきください。

③	指定日までの間に申請事項にわずかでも変更があった場合、必ずご連絡ください。内容によっては予定どおり指定ができない事例もありますので、直ちにご連絡をお願いします。
また、連絡がなく指定を受けられた場合、行政処分の対象となりますので、十分にご留意ください。

④	日中活動系事業所、ＧＨについては、指定日までの間に管理者・サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者立会いの下、現地確認を行います。（別紙「現地確認にあたっての主な着眼点」を参照）。現地確認の時点で事業所の工事、改修、備品の設置が未了であることが確認された場合は指定が認められません。

⑤	全ての審査、確認が済みましたら、指定日までに指定通知書を法人住所へ郵便で送付します。指定日を過ぎても通知が届かない場合は、指定日から１週間以内に電話でご連絡ください。
・	事業所番号は指定日の３～４日前には決定します。通知文が到着する前に、番号が必要な場合は、お電話でお尋ねください。
・	指定の有効期間は６年間です。通知書の再発行はできませんので、大切に保管してください。


[bookmark: _Hlk154001655]　事業開始日以降における留意事項　チェック欄

　
① 各種法令、指定基準（岡崎市条例、要綱等）、報酬告示を始めとする関係法令等を十分熟知の上、基準を遵守して事業を進めてください(別紙「主な基準」を参照)。
岡崎市集団指導の資料も市ホームページに掲載されていますので、ご確認ください(誤りやすい事例などが掲載されています)。

②	市からの重要なお知らせや事務連絡等について[image: ]
事業者向け
市HP

・	事務連絡は原則、電子メール及び岡崎市障がい福祉課ホームページでお知らせします。頻繁にご確認ください。
・	各種補助金を受けられる場合があります。愛知県障害福祉課の関連ページもご覧ください。
・	ＷＡＭ ＮＥＴや厚生労働省のＨＰ等で最新情報の収集に努めてください。

　
③	事業所運営に必要な各種研修の受講について
愛知県が実施する場合に電子メールでお知らせしますので、従業者の資質向上のため受講させてください。なお、お知らせ以外でも民間事業者が開催している研修もありますので、情報収集に努めてください。
・	サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者（基礎・実践・更新）研修
・	相談支援従事者研修
初任者研修（例年６月頃募集）
現任研修（例年４月頃募集）
　　　・ 各種専門コース別研修
　　　　 都道府県が実施するサビ管、児発管、相談支援専門員を対象にした専門コース（権利擁護、意思決定支援、触法、就労支援、地域移行・定着、セルフマネジメント、障害児支援など）別研修

④	介護給付費等の請求について
・	国保連合会より、請求用の案内（請求に必要なID等）が指定月の初～中旬に届きますので、ご確認のうえ請求準備をしてください。また、サービス提供月の翌月１～10日の間に国保連合会へ電子請求してください。

⑤	処遇改善加算の申請をされる場合
・	算定を開始する月の前月15日までに計画書及び加算届を提出してください。すでに法人として処遇改善加算を届出している場合は、事業所の追加となりますので、併せて「変更届」を提出してください。（詳細は障がい福祉課ホームページでご確認ください）

　　⑥ 業務管理体制の整備に係る事項の届出
・	指定後速やかに、業務管理体制の届出書を提出してください。法人単位での届出となり、岡崎市に事業所をもつ法人であっても、届出先が岡崎市とは限りませんのでご注意ください。また、既に提出済の事業者は提出が不要の場合があります。（詳細は障がい福祉課ホームページでご確認ください）

　　⑦ 障がい福祉サービス等情報公表システム（ＷＡＭ ＮＥＴ）への報告
・	指定後、障害福祉サービス等情報公表システムから事業者宛にメールが届きます。メールの案内に従い、システムへ事業所情報を登録してください。また、登録情報に変更が発生した際は、その都度、システム情報を変更してください。未公表の場合、報酬の減算や指定更新が認められない可能性がありますので、ご注意ください。
・事業者の経営状況の実態を踏まえた政策の検討や、物価上昇・災害・新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた支援策の検討等を行うため、「経営情報の見える化」として、毎会計年度終了後３ヶ月以内に会計年度の始期が属する年度の決算情報（収益・費用の内容、職員の職種別人員数など）の報告が求められます。
（例）指定年月日：令和８年10月１日
会計期間：毎年６月から翌年５月
報告内容：「令和８年度決算情報」
報告期限：令和９年８月末
＜障がい福祉サービス等情報公表システム（ＷＡＭ ＮＥＴ）＞
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/jigyo/


　　⑧ 災害時情報共有システムについて
・災害発生時に、事業所の被災状況を事業所と自治体、国の間で情報共有するためのシステムです。災害時において、被災状況の報告を求められた際に、事業所のパソコンや担当者のスマートフォンを使って、事業所の被災状況を知らせることができます。
災害発生時には被災状況等の報告を求めるメールが原則ＷＡＭ ＮＥＴに登録されている「システムからの連絡用メールアドレス」に送信されますので、ご対応ください。



⑨	締切日は必ず守ってください。
	届出種類
	提出期限
	提　出　方　法

	加算届
	前月15日まで
	・	郵送

	変更届
	10日以内
	・	郵送
・	以下の⑴～⑷の場合は、事前に電話予約をしていただき、窓口に必要書類ご持参の上、１箇月前までにご相談ください。
⑴ 事業所（施設）の所在地（設置の場所）の変更
⑵ 事業所（施設）の平面図及び設備の概要の変更
（従たる事業所を設ける場合及びグループホームの住居の追加又は事業所移転の場合に限る。）
⑶ 定員の増加（変更申請対象の特定障がい福祉サービスを除く）その他設備基準に関係する変更
⑷ 事業所の種別等（例：【短期入所】併設型・空床型の別）の変更
・　事業所の所在地、平面図及び設備の変更については、建物の増改築の有無にかかわらず、必ず届出前に都市計画法、建築基準法、消防法等の法適合を担当課にて確認して来てください。（建物の用途が変わる場合、既設建物であっても必ずしも適合するとは限りません。）
担当課
　都市計画法・・・建築指導課　　23-6253
　建築基準法・・・建築指導課　　23-6192
　消防法・・・・・消防本部予防課21-9859

	休止届
	1箇月前
	・	事前に電話予約をしていただき、必要書類をご持参の上、ご来庁願います。

	廃止届
	
	

	再開届
	10日以内
	・	事前に電話予約をしていただき、必要書類をご持参の上、ご来庁願います。
・	提出期限は10日以内ですが、人員配置等の体制を事業再開前に確認する必要があることから、１箇月前までにご相談ください。

	変更申請
就労継続支援、生活介護、施設入所支援、児童発達支援、放課後デイサービス
の定員増等
	前々月末日まで
	・	通常の指定申請と同様、事前に電話予約をしていただき、必要書類をご持参の上、ご来庁願います。

	更新申請
	更新日の前々月末日まで
	・	事業を継続する場合は、有効期間満了前に更新手続きをする必要があります。



⑩	サービス提供責任者・相談支援専門員の欠如について
欠如した場合、サービスの提供ができないため、すみやかに休止届のご提出をお願いします。

⑪	サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の欠如について
不在の場合、サービス提供に支障が生じるため、すみやかに欠如の連絡、届出をお願いします。なお、人員欠如減算及び個別支援計画未作成減算が発生する可能性がありますので、ご注意ください。

　　⑫ サービス提供職員の欠如について
　　　 人員欠如減算が発生する可能性がありますので、すみやかに欠如の連絡をしてください。必要に応じて届出の提出を指示します。

　　⑬ 平均利用者数の算定方法について（入所系、通所系）
	期間
	算定方法
	備考

	指定から６か月間
	定員×90％
	・小数点第２位以下切り上げ
・13か月目～年度末については、４月１日指定事業所は除く。

	７か月目～12か月目
	直近６か月の全利用者延べ数÷開所日数
	

	13か月目～年度末
	直近12か月の全利用者延べ数÷開所日数
	

	新年度以降
	前年度の全利用者延べ数÷開所日数
	




⑭	定款の内容について（就労継続支援（Ａ型））
運営基準上、社会福祉事業しか行うことができません。定款の事業目的を変更、追加する場合は事前にご相談願います。

⑮	問い合わせ・郵送物の提出先
〒444-8601（住所不要）　岡崎市福祉部障がい福祉課
· 施策係（TEL23-6165）
指定、更新、加算、変更等に関する申請・届出、事故報告受付など
· 審査給付係（TEL23-6853）
報酬の支払、受給者証の発行など


連絡事項チェック欄




① 生産販売が可能な物品ならびに請負が可能な業務について
（生活介護、就労移行支援、就労継続支援のみ）
地方公共団体が物品の売買や業務の請負等の契約を行う場合、原則として競争入札によりますが、障がい福祉サービス事業所等が相手方の場合は、競争入札を行うことなく一者を相手方とする随意契約によることができます。
各事業所における生産販売が可能な物品や提供可能な役務がありましたら、情報提供していただきますようお願いいたします。
提供された情報は、一覧にして岡崎市役所各課に周知するとともに、市ホームページに掲載します。

② みどりファイルの活用について（障がい児通所支援事業のみ）
「みどりファイル」とは、子どもから大人になるまでの成長の記録として、関係機関の支援計画の写しなどお子さんの理解につながるものが綴られるものです。
岡崎市障がい者自立支援協議会 こども発達支援専門部会においては、この「みどりファイル」を活用により、支援者同士の情報共有がスムーズになることが期待されることから、例えば面談などの際に「みどりファイル」の有無をご確認いただき、お持ちでない保護者に対しては、その趣旨をご説明いただくとともに、ファイルの配付に御協力を求めています。
「みどりファイル」については、必要数を御連絡いただいた上で岡崎市教育相談センター（竜美北二丁目6－1）（0564-71-3201）にてお渡しできます。

③ 事業者連絡会への参加について
障がい児者の法律に関する最新情報や個別ケースからのニーズ・課題などを共有し、利用者の立場に立った質の高い障がい福祉サービス等を提供するための方策を研究、実施することによって、必要な障がい福祉サービス等の定着と充実を図ることを目的としています（事務局：岡崎市障がい者基幹相談支援センター）。

岡崎市長が指定した全ての事業所は会員となり、それぞれのサービス種別ごとの連絡会が定期的に開催されていますので、積極的にご参加いただきますようお願いいたします。[bookmark: _GoBack]令和　　　年　　　月　　　日　　
・	指定日まで及び事業開始後の留意事項並びに連絡事項の該当部分について、説明を受けました。
法人名　　　　　　　　　　　　役職等　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


[bookmark: _Hlk153909534]現地確認にあたっての主な着眼点
	事項
	確認内容
	備考

	照明
	・訓練・作業に支障のない照度が確保されているか。（日中活動系）
・入居者の日常生活に支障のない照度が確保されているか。（ＧＨ）
	最低基準において、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項について十分考慮されたものでなければならないと規定されています。

	空調設備
	訓練・作業室や発達支援室での活動に支障のない室温が保てるよう必要な設備器具が設置されているか。（日中活動系）
	解釈通知において、空調設備等により事業所内の適温の確保に努めるよう規定されています。

	消防設備
（誘導灯、自火報、感知器等）
	消防署の指導に従い、設置が完了しているか。
	

	多目的室と訓練・作業室を区画するための備品の固定
	備品(パーテーションなど)について、人がもたれても倒れないよう、しっかり固定してあるか。
	

	相談室
	個室又はパーテーションなどにより、プライバシーの確保が図られているか。
	指定基準において、相談室には室内における談話の漏洩を防ぐための間仕切り等を設けることと規定されています。

	鍵付書庫
	施錠ができるか。
	

	トイレ
洗面所
	洗剤などの手指を洗浄するための備品を備えているか。
	指定基準において、感染症・食中毒の防止措置について規定されています。

	重要事項の掲示
	事業所の見やすい場所に運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項が掲示されているか。
	指定基準において、重要事項を掲示するよう規定されています。

	事業所の内部全般・周囲
	・平面図どおりの広さ、間取りとなっているか。
・利用者や従業者にとって、危険な個所はないか。（高層階の窓、頭上の落下物、床材の剥がれなど）
・事業所の範囲内において、障がい福祉サービス事業以外の事業等が行われていないか。
	・申請書類が正しいか審査します。
・最低基準において、事業所の設備は利用者の特性に応じて工夫され、かつ、利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならないと規定されています。
・指定基準において、事業所の設備は専ら当該事業所の用に供しなければならないと規定されています。


※上記以外についても、適正なサービス提供確保の観点で調査します。
主な基準
	事項
	内容
	備考

	利用者負担額の受領
（サービスにおいて提供される便宜に要する費用）
	・あらかじめサービス（食事等）の内容や費用について説明、利用者の同意を得ること。
・運営規程に徴収する費用の額を定めること。
・必ず実費精算を行い、利用者へ返還することや今後の費用として適切に支出する等により、適正に取り扱うこと。残額を他の費目に流用することや事業者の収益とすることのないようにすること。
	・その他日常生活に要する費用の取扱いについて、「障害福祉サービス等における日常生活に要する費用の取扱いについて（平成18年12月６日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）」又は「障害児通所支援又は障害児入所支援における日常生活に要する費用の取扱いについて（平成24年３月30日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）」を参照

	非常災害対策
	・非常災害に関する具体的計画の策定
・定期的な避難、救出その他必要な訓練の実施
	・入所系、通所系事業所対象
・消防法施行規則第３条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための計画

	感染症及び自然災害発生時における業務継続に向けた取組の強化
	・業務継続計画（ＢＣＰ）の策定、周知
・定期的な研修及び訓練の実施
	国のガイドライン・雛形を参照（下記ＱＲコード）

	感染症対策の強化
	・定期的な委員会の開催
・定期的な研修及び訓練の実施
・指針の整備
	国の感染対策指針作成の手引き・雛形を参照（下記ＱＲコード）

	身体拘束等の禁止
	・定期的な委員会の開催
・指針の整備
・定期的な研修の実施
	

	虐待の防止
	・定期的な委員会の開催
・定期的な研修の実施
	

	安全計画の策定
	・事業所の設備の安全点検
・安全計画の策定、周知
・定期的な研修・訓練の実施
	・障がい児通所支援事業所対象
・「障害児通所支援事業所等における安全計画の策定に関する留意事項等について（令和５年７月４日こども家庭庁支援局障害児支援課事務連絡）」を参照

	送迎車両における安全措置の設置
	送迎車両に利用児童の見落としを防止する装置の装備
	・児童発達支援及び放課後デイサービス対象
・座席が２列以下の自動車は対象外


※上記以外の基準省令、解釈通知等についても必ずご確認ください。[image: ]
新型コロナ
感染症対策
[image: ]
自然災害
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